
- 1 -

オプション取引におけるフレックス限月取引の導入等に伴う

業務規程等の一部改正について

２０１８年５月１１日

株式会社大阪取引所

Ⅰ．趣旨

当社は、業務規程等の一部改正を行い、本年６月２５日から施行します（詳細に

ついては、規則改正新旧対照表を御覧ください。）。

今回の改正は、オプション取引におけるフレックス限月取引の導入等に伴い、所

要の対応を行うことによるものです。

Ⅱ．改正概要 （備考）

１．フレックス限月取引の導入

（１）対象となるオプション取引

 有価証券オプション取引、日経平均オプション取引、東

証株価指数オプション取引及びＪＰＸ日経インデックス

４００オプション取引並びに新たに導入する東証銀行業

株価指数オプション取引及び東証ＲＥＩＴ指数オプショ

ン取引を対象とします。

 東証銀行業株価指数オプション取引及び東証ＲＥＩＴ指

数オプション取引については、フレックス限月取引のみ

を行います。

 有価証券オプション取引において、当社が指定するオプ

ション対象証券については、通常の限月取引の設定はせ

ずにフレックス限月取引のみを行うことを可能としま

す。

（２）限月取引

 取引参加者からの申請に基づき、有価証券オプション取

引については３年先まで、指数オプション取引について

は５年先までの当社が指定する日を取引最終日とする限

月取引を行います。

（３）権利行使価格

 取引参加者からの申請に基づき、当社が指定する権利行

使価格を設定します。

（４）有価証券オプションの権利行使により成立する取引

 業務規程第１０条第

１項第２号及び第１

５条第１項

 業務規程第１５条第

１項第３号

 業務規程第１０条第

１項

 業務規程第１０条第

２項第２号及び第１

５条第２項

 業務規程第１１条第

２項第２号及び第１

６条第２項
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 各銘柄の設定時において予め定めるものは、権利行使に

より権利行使価格とオプション対象証券の価格との差に

基づいて算出される金銭を授受する取引が成立するもの

とします。

（５）指数オプション取引のオプション清算数値

 各銘柄の設定時において予め定めるものは、権利行使日

における対象指数の最終の数値とします。

 この場合において、権利行使日は取引最終日の終了する

日とします。

（６）オプション取引における銘柄

 フレックス限月取引の導入に伴い、有価証券オプション

取引における銘柄とは、オプション対象証券、有価証券

オプション１単位のオプション対象証券の数量、権利行

使日、権利行使価格及び権利行使により成立する取引の

種別を同一とする有価証券プットオプション及び有価証

券コールオプションをいうものとします。

 フレックス限月取引の導入に伴い、指数オプション取引

における銘柄とは、対象指数、権利行使日、権利行使価

格及びオプション清算数値の算出方法の種別を同一とす

る指数プットオプション及び指数コールオプションをい

うものとします。

（７）取引日

 一の日の午後３時３０分から、その翌日の同時刻に至る

までとします。

（８）フレックス限月取引の取引

ａ 取引の方法

 Ｊ－ＮＥＴ取引のみを行います。

 フレックス限月取引に係るＪ－ＮＥＴ取引は、フレック

ス単一銘柄取引及びフレックスコンボ取引とします。

（ａ） フレックス単一銘柄取引

 Ｊ－ＮＥＴ特例の定めるところに従って行う、取引単位

以上の数量のフレックス限月取引に係る市場デリバティ

ブ取引をいうものとします。

（ｂ） フレックスコンボ取引

 Ｊ－ＮＥＴ特例の定めるところに従って行う、２以上１

 業務規程第３条第３

号等

 業務規程第４０条第

２項

 業務規程第３７条第

１項

 業務規程第８条第４

項

 業務規程第１４条第

４項

 業務規程第４条第１

１号ｂ及びｃ

 業務規程第１８条第

１項

 Ｊ－ＮＥＴ特例第

２条第４号

 Ｊ－ＮＥＴ特例第
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０以下の数の銘柄に係る売付け及び買付けを同時に行う

フレックス限月取引に係る市場デリバティブ取引をいう

ものとします。

ｂ 取引時間

 フレックス限月取引に係る有価証券オプション取引の取

引時間は午前８時２０分から午後５時３０分までとしま

す。

 フレックス限月取引に係る指数オプション取引の取引時

間は午前８時２０分から午後８時までとします。

ｃ 制限値幅

 前日終了時点の理論価格を基準とし、取引最終日までの

期間に応じて決定します。

（９）総取引高等の通知及び公表

 有価証券オプション取引のフレックス単一銘柄取引又は

フレックスコンボ取引に係る通知及び公表は、約定に係

る想定元本額が本所の定める金額以上の場合には、翌日

（休業日を除く。）に行うものとします。

２条第５号

 Ｊ－ＮＥＴ特例第

４条第１項第６号

 Ｊ－ＮＥＴ特例第

４条第１項第５号

 Ｊ－ＮＥＴ特例第

５条第１項及び第２

項

 Ｊ－ＮＥＴ特例第

１４条第２項

２．企業再編等に伴う有価証券オプションの引継ぎ

（１）有価証券オプションの引継ぎ

 オプション対象証券が企業再編（合併（投資法人の合併

を含む）、株式交換、株式移転、会社分割等をいう。以下

同じ。）又は投資信託の併合により上場廃止となる場合で

あって、当該企業再編に係る新設会社（投資法人を含む。

以下同じ。）若しくは存続会社（投資法人を含む。以下同

じ。）の発行する有価証券又は当該投資信託の併合に伴い

発行される有価証券がオプション対象証券であるとき

（新たに選定する場合を含む。）は、当該上場廃止となる

オプション対象証券に係る有価証券オプションを、当該

企業再編に係る新設会社若しくは存続会社の発行する有

価証券又は当該投資信託の併合に伴い発行されるオプシ

ョン対象証券に係る有価証券オプションとして、当社が

定めるところにより、引き継ぐことができるものとしま

す。

 有価証券オプションを引き継ぐ場合において、上場廃止

となるオプション対象証券に係る有価証券オプション取

引の各銘柄は、当社が定めるところにより、当該企業再

編に係る新設会社若しくは存続会社の発行する有価証券

 業務規程第５３条第

３項

 業務規程第５３条第

４項
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又は当該投資信託の併合に伴い発行されるオプション対

象証券に係る有価証券オプション取引の銘柄として、有

価証券オプション取引を行うものとします。

（２）引継ぎに係るフレックス限月取引の特別設定

 引継ぎに係るフレックス限月取引が設定されていない場

合には、当該フレックス限月取引の特別設定を行います。

（３）引継ぎに係る銘柄の特別設定

 引継ぎに係る銘柄が設定されていない場合には、当該銘

柄の特別設定を行います。

 業務規程第１０条の

２

 業務規程第１３条第

４項

３．新商品の導入

（１）東証銀行業指数オプション取引

ａ 取引対象

 東証銀行業指数に係る指数プットオプション及び指数コ

ールオプションを取引対象とします。

ｂ 立会の区分及び取引時間

 Ｊ－ＮＥＴ取引のみを行うフレックス限月取引のみを行

うことから、Ｊ－ＮＥＴ特例の規定に従って取引を行い

ます。

ｃ 限月取引及びその数

 フレックス限月取引のみを行います

ｄ 権利行使価格及びその数

 フレックス限月取引に係る権利行使価格のみを設定する

こととします。

ｅ 取引単位及び呼値

（ａ）取引換算額

 １０，０００円とします。

（ｂ）呼値の単位及び制限値幅

 Ｊ－ＮＥＴ特例の規定に従うこととします。

ｆ オプション清算数値

 権利行使日（取引最終日の終了する日の翌日（休業日に

該当する場合は、順次繰り下げます。）をいいます。）の

日中立会終了後に定めるものとし、同日における株式会

社東京証券取引所が開設する取引所金融商品市場におけ

る各構成銘柄の売買立会の始めの約定値段（同日に約定

値段がない銘柄については、当社が定める値段）に基づ

き算出した指数とします。

 業務規程第１４条第

２項第４号

 業務規程第１５条第

１項第３号

 業務規程第１６条第

２項第４号

 業務規程第１４条第

３項

 業務規程第４０条
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 各銘柄の設定時において予め定めるものは、権利行使日

における対象指数の最終の数値とし、権利行使日は取引

最終日の終了する日とします。

ｇ 取引手数料

 １取引単位につき、４０円とします。

（２）東証ＲＥＩＴ指数オプション取引

ａ 取引対象

 東証ＲＥＩＴ指数に係る指数プットオプション及び指数

コールオプションを取引対象とします。

ｂ 立会の区分及び取引時間

 Ｊ－ＮＥＴ取引のみを行うフレックス限月取引のみを行

うことから、Ｊ－ＮＥＴ特例の規定に従って取引を行う

こととします。

ｃ 限月取引及びその数

 フレックス限月取引のみを行うこととします。

ｄ 権利行使価格及びその数

 フレックス限月取引に係る権利行使価格のみを設定する

こととします。

ｅ 取引単位及び呼値

(ａ)取引換算額

 １，０００円とします。

(ｂ)呼値の単位及び制限値幅

 Ｊ－ＮＥＴ特例の規定に従うこととします。

ｆ オプション清算数値

 権利行使日（取引最終日の終了する日の翌日（休業日に

該当する場合は、順次繰り下げます。）をいいます。）の

日中立会終了後に定めるものとし、同日における株式会

社東京証券取引所が開設する取引所金融商品市場におけ

る各構成銘柄の売買立会の始めの約定値段（同日に約定

値段がない銘柄については、当社が定める値段）に基づ

き算出した指数とします。

 各銘柄の設定時において予め定めるものは、権利行使日

における対象指数の最終の数値とし、権利行使日は取引

最終日の終了する日とします。

ｇ 取引手数料

 １取引単位につき、７円とします。

 取引参加者料金等に

関する規則別表１

 業務規程第１４条第

２項第５号

 業務規程第１５条第

１項第３号

 業務規程第１６条第

２項第５号

 業務規程第１４条第

３項

 業務規程第４０条

 取引参加者料金等に

関する規則別表１

４．その他
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 その他、所要の改正を行うものとします。

（注）上記の規則名の略称は以下のとおり。

・ Ｊ－ＮＥＴ市場特例：Ｊ－ＮＥＴ市場に関する業務規程及び受託契約準則

の特例

Ⅲ．施行日

 ２０１８年６月２５日から施行します。ただし、売買システムの稼働に支障が

生じた場合その他やむを得ない事由により、当該日に施行することが適当でな

いと当社が認める場合には、当該日以後の当社が定める日から施行します。

以 上


